
採用革命、始まる。「試す」から「雇う」へ

1日お仕事体験で見つける、本物の人材

今だけ！ タイミー活用特別プログラム
採用のミスマッチを
劇的に減らす新手法
1日仕事体験で相性確認

有償体験で本格的な評価

タイミーの豊富な人材プール活用

早期離職リスクを大幅軽減

ご利用にはタイミーの登録が必要です。
ご登録についてご不明な方はタイミーまでご相談ください。

タイミーを活用した
「一日お仕事体験」活用補助金

タイミーを活用した
「一日お仕事体験」活用補助金

タイミーを活用した
「一日お仕事体験」活用補助金

タイミーを活用した
「一日お仕事体験」活用補助金

株式会社タイミーのツールを活用して、
「1日お仕事体験」の求人募集を行い、
有償でお仕事を体験してもらいます。
補助条件を満たした「1日お仕事体験」
の人件費を補助します。
この制度を通じて、まずは 1日体験して
もらい、お互いに合うと感じた場合に本
格的な雇用につなげていくことを目指して
います。

１事業所　50,000円以内１事業所　50,000円以内【補助金額】【補助金額】

近江八幡商工会議所
ＴＥＬ：（０７４８）３３-４１４１  FAX：（０７４８）３2 - 0765
近江八幡市桜宮町 231-2　 Mail：info@8cci.com（代）

詳細はこちらから詳細はこちらから

※建設業務、港湾業務、運送業務、タクシー運転手、警備業務など一部タイミーを利用できない業務がございます。

活用事例 1
@1,100 円×8時間

= 8,800円
@1,100 円×8時間

= 8,800円
6回利用した場合6回利用した場合
人件費  52,800円人件費  52,800円

50,000円 補助50,000円 補助

活用事例 2
@1,100 円×8時間

= 8,800円
@1,100 円×8時間

= 8,800円
3回利用した場合3回利用した場合
人件費  26,400円人件費  26,400円

26,400円 補助26,400円 補助

活用事例 3
@1,200 円×5時間

= 6,000円
@1,200 円×5時間

= 6,000円
9回利用した場合9回利用した場合
人件費  54,000円人件費  54,000円

50,000円 補助50,000円 補助

この事業は令和8年度 滋賀県中小企業等への支援に
よる地域経済活性化事業補助金を活用して実施して

います



タイミーを活用した
「一日お仕事体験」活用補助金内容

タイミーを活用し、マッチングした有償雇用にかかる人件費
（交通費含む）

①近江八幡市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者
②滋賀県内に事業所を有する
　近江八幡商工会議所の会員である中小企業・小規模事業者

2026年

（上限）１事業所　50,000円（上限）１事業所　50,000円

定額（10/10）定額（10/10）

補助対象者

補助対象期間

補助対象内容

補助金額

補 助 率

申請方法

申請〆切

電子申請電子申請

（株）タイミー地方創生G 川原 僚（TEL.080-7448-6557）（株）タイミー地方創生G 川原 僚（TEL.080-7448-6557）【お問い合わせ先】【お問い合わせ先】

タイミーのサービスに興味をお持ちでしたら
まずはお気軽に右記フォームより資料をご請求ください。
タイミーのサービスに興味をお持ちでしたら
まずはお気軽に右記フォームより資料をご請求ください。

2026年11月20日（金）2026年11月20日（金）

7月1日（水）～12月31日（木）7月1日（水）～12月31日（木）
◉実績報告は2027年１月25日（月）まで

申請はこちらから申請はこちらから

※「一日お仕事体験」の稼働日を基準とします

※タイミーの手数料は対象外

※予算に達し次第、終了となります。 


